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■家屋の調査
　家屋を新築・増築した
場合、固定資産税の課税
対象となり、税額計算の
基礎となる評価額を算定
するための建物調査が必
要となります。
　建物調査とは、家屋を
屋根・基礎・外壁・柱・造作・内壁・天井・床・
建具・その他工事（とい・ひさし・階段・ベランダ・
テラスなど）・建築設備（浴槽・流し台・洗面台・
便器など）の部分に区分し、それぞれの使用資
材などを現地で確認することです。

■評価のしくみ
　建物調査の結果にもとづき、各部分別に一棟
の建物に占める使用資材などの割合を算出し、
総務省の定める固定資産評価基準により評価額
を計算します。　
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【固定資産税】

一般木造家屋の評価方法は！

■問い合わせ先　固定資産税課（☎ 20－3133）

と　き　平成16年 9月4日（土）午後2時～4時
ところ　さざんか会館5階大会議室
講　師　大

お お く ぼ

久保千
ち よ じ

代次さん
　　　　　（国立保健医療科学院生活環境部長）
主　催　財団法人電気安全環境研究所

電磁界の健康影響に関する講演会

　家屋を新築・増築されたときには、家屋評価
員が順次建物調査にうかがいます。

平成16年度　市職員採用試験
■試  験  日  10月17日（日）
■申込期間　9月2日（木）～9月22日（水）
■受験案内・申込書配布場所（8月27日から配布）

　 ▽市役所本庁舎1階総合案内所

　 ▽市役所本庁舎2階総務部職員課

　 ▽鳥取駅行政サービスセンター

　 ▽大阪事務所（大阪市北区梅田  大阪駅前第３ビル22階）
■申し込み・問い合わせ先　職員課（☎20－3107）
■試験区分等（詳しくは受験案内をご覧ください）

■鳥取市ホームページ(アドレスは表紙下段)にも情報を掲載しています。

 試験区分   　　　受　　験　　資　　格
 一 般 事 務 Ｂ
（高卒程度）

昭和 58 年 4 月 2 日から昭和 62 年 4
月 1日までに生まれた人

保 育 士
昭和 50 年 4 月 2 日から昭和 60 年 4
月 1日までに生まれた人で保育士資格
を有する人または平成 17 年 3 月 31
日までに保育士資格取得見込みの人

 一般事務C
( 身体に障害の
ある人対象）

昭和 50 年 4 月 2 日から昭和 62 年 4
月 1日までに生まれた人（身体障害者
手帳の所持などの条件があります。）

　■申し込み・問い合わせ先
　　　　　　企画調整課（☎ 20－3153）
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